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中
国
研
究
集
刊 

崗
号
（
総
五
十
四
号
）
平
成
二
十
四
年
六
月　

三
六
︱
五
五
頁

近
代
孝
子
伝
の
一
形
態

︱
伊
藤
博
文
・
乃
木
希
典
の
孝
子
伝
︱

佐
野
大
介

は
じ
め
に

歴
史
上
大
き
な
働
き
を
成
し
た
著
名
人
、
所
謂
「
偉
人
」
と
呼

ば
れ
る
人
物
に
は
、
後
に
伝
記
が
作
製
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

明
治
期
の
伊
藤
博
文
・
乃
木
希
典
も
時
代
を
代
表
す
る
著
名
人
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
撰
さ
れ
た
両
者
の
伝
記
は
か
な
り
の
数
に
の

ぼ
る
。

上
梓
さ
れ
た
伝
記
の
題
名
に
は
、
当
該
人
物
の
名
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
当
該
人
物
の
業
績
を
示
す
語
句
が
附
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
伊
藤
で
あ
れ
ば
単
行
さ
れ
た
伝
記

の
多
く
は
『
伊
藤
博
文
』
と
い
う
書
名
で
あ
り
、
他
に
、
例
え

ば
、『
伊
藤
博
文　

明
治
の
国
づ
く
り
を
リ
ー
ド
し
て
』『
伊
藤
博

文　

明
治
日
本
を
創
っ
た
志
士
』『
近
代
国
家
へ
の
道
程　

大
久

保
利
通
、
伊
藤
博
文
』
な
ど
が
あ
る
。
乃
木
で
あ
れ
ば
、『
乃
木

希
典
』
の
他
、『
明
治
の
軍
神　

乃
木
希
典
』『
軍
神
乃
木
』
な

ど
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
伊
藤
は
初
代
総
理
大
臣
を
務

め
た
政
治
家
、
乃
木
は
日
露
戦
争
時
陸
軍
を
率
い
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
軍
人
で
あ
り
、
伊
藤
の
「
国
づ
く
り
」「
近
代
国
家
」
や
、

乃
木
の
「
軍
神
」
と
い
っ
た
語
句
は
両
者
の
業
績
や
特
徴
を
示
す

も
の
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
業
績
を
示
す

語
句
を
備
え
た
も
の
の
他
に
、
単
行
さ
れ
た
両
者
の
伝
記
の
中

に
、『
孝
子
伊
藤
公
』（
末
松
謙
澄
著
、
博
文
館
、
明
治
四
三
年
）・

『
乃
木
大
将
と
孝
道
』（
渡
部
求
著
、
国
民
社
、
昭
和
一
八
年
）
と

名
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
存
在
す
る（
注
1
）。

特
に
孝
を
以
て
名
が
聞
こ
え
た
人
物
と
は
言
い
が
た
い
両
者
の
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伝
記
に
、
な
ぜ
「
孝
子
」「
孝
道
」
と
い
っ
た
語
句
が
冠
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か（
注
2
）。
本
稿
で
は
、
両
伝
を
近
代
の
孝
子

伝
の
一
ス
タ
イ
ル
と
位
置
付
け
、
近
世
よ
り
近
代
に
至
る
孝
子
伝

の
系
譜
に
注
目
し
つ
つ
、
両
伝
の
内
容
と
撰
さ
れ
た
背
景
に
つ
い

て
考
察
す
る（
注
3
）。

一
、
乃
木
希
典

ま
ず
本
章
で
は
、『
乃
木
大
将
と
孝
道
』
を
採
り
上
げ
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
該
書
は
、
全
二
九
七
頁
の
単
行
本
で

あ
り
、
大
き
く
「
乃
木
大
将
と
孝
道
」「
大
将
の
父
」「
大
将
の
母
」

「
大
将
の
師
」「
大
将
を
中
心
と
し
て
其
の
師
父
母
を
語
る
」
の
五

部
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
乃
木
大
将
と
孝
道
」
部
が
、
乃

木
の
出
生
よ
り
逝
去
ま
で
を
描
い
た
所
謂
伝
記
の
部
分
で
あ
る
。

こ
の
伝
記
部
は
、
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る

が
、「
乃
木
大
将
と
孝
道
」
な
る
題
名
か
ら
想
像
さ
れ
る
内
容
に

反
し
て
、
具
体
的
な
孝
行
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
れ
程
多
く
は
な

い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
多
く
が
儒
教
経
典

の
孝
の
記
述
や
、
旧
来
の
孝
子
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
襲
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
。

幼
い
頃
、
母
の
所
為
の
た
め
、
乃
木
は
左
眼
を
失
明
し
た
が
、

乃
木
は
そ
の
こ
と
を
一
生
他
に
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
乃
木
は

後
に
、『

眼
が
見
え
な
い
と
い
へ
ば
、
母
の
過
失
を
発
表
す
る
こ
と

に
な
る
し
、
そ
れ
に
母
に
過
失
を
い
つ
迄
も
思
ひ
出
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
で
決
し
て
他
に
話
さ
な
い
の
だ
』

（「
左
眼
の
失
明
」
一
六
頁
）

と
語
っ
た
と
す
る
。「
母
の
過
失
を
発
表
す
る
」
こ
と
を
恐
れ
る

と
い
う
観
念
は
、『
礼
記
』
に
、「
子
云
、
善
則
称
親
、
過
則
称

己
、
則
民
作
孝
」（『
礼
記
』
坊
記
）、「
子
云
、
君
子
弛
其
親
之

過
、
而
敬
其
美
」（『
礼
記
』
坊
記
）
と
あ
る
よ
う
な
、
親
の
過
ち

を
隠
す
と
い
う
孝
に
基
づ
い
た
行
為
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
乃
木
の
母
は
乃
木
夫
人
と
折
り
合
い
が
よ
く
な
か
っ
た

た
め
、
乃
木
は
一
時
母
と
暮
ら
し
、
夫
人
を
別
居
せ
し
め
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
該
書
は
、

実
に
大
将
の
母
堂
に
捧
ぐ
る
孝
心
は
、
妻
子
に
対
す
る
愛
情

を
す
ら
犠
牲
と
し
て
、
戦
々
兢
々
た
る
態
度
を
以
て
仕
へ
、

猶
自
ら
及
ば
ざ
る
を
憂
ふ
る
の
み
で
あ
つ
た
。（「
夫
人
の
別

居
」
七
四
頁
）

と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
多
く
の
孝
子
伝
に
お
け
る
孝
子
が
、

「
鮑
永
、
…
…
事
親
至
孝
。
妻
嘗
于
母
前
叱
狗
。
永
即
去
之
」

（『
日
記
故
事
大
全
』
巻
二
、「
叱
狗
去
妻
」）、「
李
逈
秀
、
少
賎
。

妻
嘗
罵
媵
婢
。
母
聞
不
楽
。
逈
秀
即
出
其
妻
。
或
問
之
。
答
曰
、

（ 37 ）



娶
妻
要
欲
事
姑
。
苟
違
顔
色
、
何
可
留
」（『
日
記
故
事
大
全
』
巻

二
、「
詈
婢
逐
婦
」）
な
ど
と
、
親
の
為
で
あ
れ
ば
簡
単
に
妻
を
離

縁
す
る
の
に
似
る
。
こ
れ
は
当
然
、「
婦
有
七
去
、
不
順
父
母
去
、

…
…
不
順
父
母
、
為
其
逆
徳
也
」（『
大
戴
礼
記
』
本
命
）、「
子
甚

宜
其
妻
、
父
母
不
説
、
出
」（『
礼
記
』
内
則
）
と
い
っ
た
儒
教
的

観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

我
邦
近
世
に
お
い
て
も
、
母
と
折
り
合
い
の
悪
い
妻
を
離
縁
す

る
こ
と
は
孝
行
の
一
種
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代
最

大
の
徳
行
譚
集
で
あ
る
『
孝
義
録
』
に
も
多
く
同
様
の
例
を
見
る

こ
と
が
で
き
る（
注
4
）。
該
書
の
、「
母
堂
に
捧
ぐ
る
孝
心
」
と
「
妻

子
に
対
す
る
愛
情
」
と
を
い
わ
ば
対
立
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、

妻
と
別
居
す
る
こ
と
を
「
孝
」
で
あ
る
と
捉
え
る
視
点
は
、
従
来

の
孝
子
伝
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
乃
木
の
母
が
乃
木
と
共
に
台
湾
に
渡
る
の
を
お
知
り
に

な
っ
た
昭
憲
皇
后
が
、
特
に
母
に
拝
謁
を
賜
わ
っ
た
際
、
母
は
乃

木
に
、『

こ
の
や
う
な
身
に
余
る
幸
福
も
、
汝
の
や
う
な
立
派
な
児

を
持
つ
た
お
蔭
か
ら
の
こ
と
で
す
。
ほ
ん
と
に
忝
な
い
。
私

は
汝
に
お
礼
を
い
ひ
ま
す
。』（「
賜
謁
の
光
栄
に
泣
く
母
堂
」

一
一
四
頁
）

と
言
っ
て
感
謝
し
、
乃
木
は
か
え
っ
て
恐
縮
し
て
母
に
生
育
の
礼

を
述
べ
た
と
あ
る
。
こ
れ
を
該
書
は
、「
子
は
親
に
感
謝
し
、
親

は
子
に
感
謝
す
る
。
何
と
い
ふ
美
は
し
い
真
情
で
あ
ら
う
」
と
評

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
、「
朝母

ご
と
に
出
る
日
を
お
が
み
、

神
だ
な
持
佛
を
お
が
み
、
は
て
に
は
義
兵
衛
を
お
が
む
を
。
あ義
兵
衛
云な

かモ
ツ
タ
イ
ナ
ヤ

し
こ
や
、
な
ど
さ
る
こ
と
を
と
い
へ
ば
、
な母
云

が汝
ガ

力
を
我
に
つ
く

す
が
、
あ
ま
り
か
た
じ
け
な
さ
に
と
て
、
猶
や
ま
ね
ば
、
あ義
兵
衛な
が

ち
に
も
あ
ら
が
は
で
、
み母
ガ

ぬ
か
た
へ
よ
り
、
かオ
ガ
ミ
カ
ヘ
ス

へ
し
お
が
み
す
な

り
」（『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』）（注

5
）と
い
っ
た
、
我
邦
近
世
の

孝
子
伝
に
見
ら
れ
る
、
母
が
子
の
孝
行
に
感
謝
し
て
子
を
拝
み
、

子
が
母
を
拝
み
返
す
、
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
通
じ
る
も
の
が

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
該
書
は
孝
子
伝
と
し
て
、
①
「
儒
教
的
孝
に

則
っ
た
」、
②
「
従
来
の
孝
子
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
襲
し
た
」

も
の
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
た
だ
、
勿
論
従
来
の
孝
子
伝
と
全
く

同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
独
自
の
特
徴
も
有
し
て

い
る
。

ま
ず
第
一
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
乃
木
の
両
親
に

関
す
る
記
述
の
多
さ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
乃
木
本
人
の
伝
記

に
、「
大
将
の
父
」「
大
将
の
母
」「
大
将
を
中
心
と
し
て
其
の
師

父
母
を
語
る
」
と
し
て
、
乃
木
の
両
親
（
及
び
師
）
に
つ
い
て
の

略
伝
を
附
す
と
い
う
該
書
の
ス
タ
イ
ル
自
体
が
こ
の
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
こ
れ
の
み
に
限
ら
ず
、
乃
木
の
伝
記
部
に
も
多
く
の

両
親
主
体
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
ら
れ
る
。

（ 38 ）



乃
木
一
七
歳
の
こ
ろ
、
休
暇
に
帰
省
し
た
乃
木
に
、
父
は
次
の

よ
う
に
振
る
舞
っ
た
と
い
う
。

乃
木
青
年
が
今
敷
居
を
跨
い
で
内
に
入
ら
う
と
し
た
瞬
間
、

父
の
希
次
翁
は
顔
色
を
改
め
大
声
を
揚
げ
て
…
…
『
愚
者

め
！
一
旦
学
問
の
為
め
に
志
を
立
て
ゝ
家
を
出
て
居
る
も
の

が
、
祭
礼
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
家
に
帰
る
な
ど
と
は
薄

志
弱
行
の
至
り
だ
。
直
き
〳
〵
萩
へ
帰
る
が
よ
い
。
此
の
敷

居
内
へ
一
歩
で
も
踏
み
入
る
こ
と
は
罷
な
ら
ぬ
。』
と
叱
咤

さ
れ
て
、
母
人
の
哀
願
も
効
を
奏
せ
ず
、
即
座
に
追
ひ
帰
さ

れ
た
。（「
父
君
の
一
喝
」
三
六
頁
）

父
希
次
の
賢
父
ぶ
り
を
示
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
続
け

て
、「
ま
さ
に
是
れ
、
孟
母
断
機
の
教
に
も
比
す
べ
き
か
」
と
あ

る
通
り
、「
学
問
の
為
に
外
に
い
る
息
子
の
帰
宅
を
叱
る
」
と
い

う
構
造
が
『
列
女
伝
』
に
見
ら
れ
る
「
孟
母
断
機
」
説
話
と
同
一

で
あ
る
と
い
え
る（
注
6
）。

ま
た
、
乃
木
が
台
湾
総
督
と
し
て
台
湾
に
赴
任
す
る
に
あ
た

り
、
乃
木
は
体
の
弱
い
母
を
案
じ
、
母
を
日
本
に
残
そ
う
と
し

た
。
こ
の
際
母
が
乃
木
に
対
し
て
語
っ
た
科
白
と
し
て
、

『
大
命
を
拝
し
た
こ
と
は
誠
に
悦
ば
し
い
限
り
で
あ
る
が
、

日
頃
吾
が
身
を
思
ふ
汝
だ
け
が
遠
い
彼
の
地
に
赴
き
、
独
り

私
だ
け
東
京
に
残
つ
て
ゐ
た
の
で
は
、
是
れ
か
ら
先
き
幾
年

月
か
も
定
め
難
い
期
間
を
、
何
か
と
私
の
こ
と
が
心
配
に
な

る
で
あ
ら
う
。
た
と
ひ
私
の
身
は
台
湾
の
土
と
な
る
と
も
さ

ら
〳
〵
惜
し
い
と
は
思
は
な
い
か
ら
、
是
非
私
を
も
倶
に
伴

つ
て
、
専
心
其
の
職
務
に
尽
し
、
島
民
を
安
ん
じ
さ
せ
な
さ

い
』（「
健
気
な
る
母
堂
の
覚
悟
」
一
一
二
頁
）

と
あ
る
。
母
は
我
が
身
の
安
全
よ
り
息
子
で
あ
る
乃
木
が
職
責
を

果
た
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、
母
壽
子
の
賢
母
ぶ
り
を
描
い
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
い
え
よ
う（
注
7
）。

第
二
に
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
大
義
親
を
滅
す
」

型
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
多
さ
で
あ
る
。

乃
木
の
実
弟
正
誼
は
、
不
平
士
族
に
よ
る
反
乱
の
一
つ
で
あ
る

萩
の
乱
に
与
し
て
戦
死
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
萩
の
乱
以
前
に
は
、

た
び
た
び
乃
木
の
元
を
訪
れ
乱
へ
の
参
加
を
促
し
て
い
た
。
最
後

に
乃
木
を
訪
れ
た
際
に
つ
い
て
、
該
書
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

遂
に
水
盃
を
酌
み
交
し
、
や
が
て
弟
の
立
ち
去
る
を
、
こ
れ

が
最
後
か
と
ば
か
り
に
、
黯
然
た
る
面
も
ち
で
見
送
つ
た
の

で
あ
る
。
弟
が
去
り
行
く
と
同
時
に
、
兄
少
佐
は
直
ぐ
に
弟

に
よ
つ
て
知
り
得
た
一
誠
反
旗
の
計
画
と
内
情
と
を
具
に
其

の
筋
へ
急
報
し
た
。
…
…
是
れ
全
く
乃
木
少
佐
が
堅
く
庭
訓

を
守
つ
た
、
所
謂
大
義
親
を
滅
す
る

0

0

0

0

0

0

0

の
忠
誠
に
外
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。（「
大
義
親
を
滅
す
」
四
六
頁
）（
傍
線
引
用
者
、

以
下
同
じ
）

乃
木
は
弟
の
誘
い
を
断
り
、
弟
達
の
計
画
を
政
府
へ
密
告
し
た
。
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こ
れ
は
、
弟
へ
の
情
愛
（
私
的
感
情
）
よ
り
政
府
へ
の
忠
誠
或
は

社
会
の
安
寧
（
公
的
正
義
）
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
い
え
る
。

ま
た
後
日
、
父
希
次
の
死
去
に
際
し
て
、
一
旦
帰
省
の
願
書
を

提
出
し
許
可
を
得
た
が
、

斯
く
任
は
重
く
、
且
つ
劫
余
の
校
務
に
繁
忙
な
も
の
が
あ
つ

た
の
で
、
所
謂
大
義
親
を
滅
す

0

0

0

0

0

0

、
…
…
折
角
完
了
し
た
手
続

を
其
の
侭
機
会
を
後
日
に
譲
つ
て
、
此
の
時
は
遂
に
帰
京
せ

ず
に
し
ま
は
れ
た
の
で
あ
る
。（「
孝
子
の
心
腸
」
五
六
頁
）

と
あ
り
、
父
の
死
に
際
し
て
そ
の
元
へ
帰
る
こ
と
（
私
）
よ
り
、

職
務
（
公
）
を
優
先
す
る
と
い
う
乃
木
像
を
示
し
て
い
る
。『
礼

記
』
に
、「
孝
子
之
事
親
也
、
有
三
道
焉
。
生
則
養
、
沒
則
喪
、

喪
畢
則
祭
」（『
礼
記
』
祭
統
）
と
あ
る
よ
う
に
、
親
の
葬
は
孝
の

本
質
と
も
言
う
べ
き
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
儒
教
的
孝
を
重
ん
ず

る
観
点
か
ら
は
、
子
た
る
も
の
、
何
を
お
い
て
も
親
の
葬
を
優
先

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
職
務
を
優
先
す

る
様
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
儒
教
的
礼
制
に

お
い
て
は
、
父
の
死
に
は
「
斬
衰
三
年
」、
つ
ま
り
三
年
の
喪
に

服
し
て
、
宮
仕
え
等
の
一
切
の
公
的
活
動
を
控
え
ね
ば
な
ら
ず
、

該
書
に
示
さ
れ
た
孝
は
、
単
純
に
儒
教
的
孝
や
従
来
の
孝
子
伝
に

現
わ
れ
た
逸
話
の
型
を
踏
襲
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が

見
て
と
れ
る
。

こ
れ
ら
両
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
共
通
し
て
「
大
義
親
を
滅
す
」

と
の
評
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
、
家
庭
内
道
徳
で

あ
る
「
親
」（
私
）
よ
り
社
会
道
徳
で
あ
る
「
義
」（
公
）
を
優
先

し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
「
忠
孝
背
反
」
状
況
に

お
い
て
、「
孝
」（
私
）
よ
り
「
忠
」（
公
）
を
優
先
す
る
と
い
う

パ
タ
ン
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
書
名
に
「
孝
道
」
と
冠
し
た
該
書
に
お

い
て
、
時
に
孝
に
反
す
る
、
政
府
や
職
務
と
い
っ
た
公
へ
の
忠
誠

が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
意
識
を
涵
養
す
る
と
い
う

当
時
の
政
府
の
方
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
も
う
一
つ
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

乃
木
は
晩
年
、
学
習
院
院
長
で
あ
っ
た
頃
、
学
生
に
対
し
て

「
母
に
凍
瘡
が
出
来
た
と
聞
い
て
、
勉
強
を
や
め
て
帰
る
こ
と
は

孝
道
で
あ
る
か
」
と
問
い
、
学
生
の
「
帰
る
べ
き
で
は
な
い
」
と

の
回
答
に
対
し
て
、

『
う
む
其
の
通
り
ぢ
や
、
孝
道
と
は
自
己
の
本
務
を
尽
す
事

に
外
な
ら
な
い
の
だ
』（「
孝
道
の
大
極
」
一
六
四
頁
）

と
語
っ
た
と
あ
る
。
該
書
に
お
い
て
公
が
強
調
さ
れ
た
理
由
の
一

つ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
本
務
を
尽
す
こ
と
が
孝
で
あ
る
」
と

い
う
乃
木
の
信
念
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
的
観

念
に
お
い
て
は
、「
居
処
不
荘
、
非
孝
也
。
事
君
不
忠
、
非
孝
也
。

蒞
官
不
敬
、
非
孝
也
。
朋
友
不
信
、
非
孝
也
。
戦
陳
無
勇
、
非
孝
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也
」（『
礼
記
』
祭
義
）
な
ど
と
し
て
、
孝
は
す
べ
て
の
徳
目
の
総

合
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
官
に
蒞の
ぞ

み
て
敬
な
ら
ざ
る
は
、
孝

に
非
ざ
る
な
り
」
よ
り
、
職
務
に
尽
瘁
す
る
こ
と
が
孝
で
あ
る
と

の
命
題
が
導
き
出
さ
れ
る
。
乃
木
の
信
念
は
ま
た
、
儒
教
的
孝
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
一
面
も
有
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
父
の
死
に
際
し
て
は
、
乃
木
が
陸
軍
に
赴
任
す
る
際
、

父
が
「
大
な
る
尽
忠
報
国
の
為
め
に
は
、
常
に
父
母
を
忘
れ
家
を

忘
れ
て
、
一
念
唯
だ
奉
公
の
誠
を
致
せ
よ
」（「
父
君
の
一
喝
」
三

八
頁
）
と
の
訓
誡
を
与
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

御
奉
公
を
一
日
も
苟
且
に
せ
ぬ
こ
と
が
父
の
遺
志
に
副
ふ
べ

き
唯
一
の
追
孝
と
知
つ
た
（「
孝
子
の
心
腸
」
五
六
頁
）

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
母
の
死
に
は
、

母
が
此
の
世
の
最
後
の
時
ま
で
も
激
励
さ
れ
た
言
葉
を
肝
に

銘
じ
、
今
は
徒
に
哀
愁
を
追
ふ
べ
き
で
は
な
い
。
只
管
職
務

に
奮
励
し
、
国
家
の
為
に
貢
献
す
る
こ
と
こ
そ
、
亡
き
母
の

霊
を
慰
め
、
亡
き
母
に
対
す
る
唯
一
の
追
孝
た
る
べ
き
を
自

覚
（「
追
孝
第
一
歩
」
一
三
一
頁
）

と
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
職
務
に
奮
励
せ
よ
と
の
親
の
教
え
を
守
る

こ
と
が
孝
で
あ
る
と
の
自
覚
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
子
曰
、
三
年
無
改
於
父
之
道
、
可
謂
孝
矣
」（『
論
語
』
里
仁
）

と
い
っ
た
「
追
孝
」
の
観
念
に
合
致
す
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
該
書
は
、
基
本
的
に
以
前
の
孝
子
伝
と
同
様

に
儒
教
的
孝
の
観
念
に
沿
っ
た
孝
観
を
示
し
つ
つ
も
、
親
主
体
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
多
く
採
り
入
れ
、
孝
（
私
）
よ
り
も
義
（
公
）
を

重
視
す
る
と
い
う
観
点
を
示
す
な
ど
、
独
自
の
特
徴
を
も
併
せ

持
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、
伊
藤
博
文

本
章
で
は
、『
孝
子
伊
藤
公
』
を
採
り
上
げ
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
全
五
一
〇
頁
。
緒
言
に
、

伊
藤
博
文
公
既
に
薨
す
る
の
後
ち
予
は
…
…
父
母
に
送
り
た

る
書
翰
数
十
通
を
一
束
に
し
て
粗
末
な
る
旧
式
の
財
布
に
入

れ
た
る
も
の
を
発
見
し
た
り
因
て
こ
れ
を
読
み
も
て
行
く
に

孝
愛
の
至
情
紙
面
に
溢
れ
て
人
を
感
動
せ
し
む
る
に
足
る
も

の
か
あ
つ
た
…
…
但
し
書
翰
を
編
纂
し
た
の
み
て
は
興
味
が

完
か
ら
ぬ
か
ら
編
年
的
伝
記
を
書
き
綴
り
て
書
翰
を
各
章
の

後
に
付
し
相
対
す
る
に
便
に
し
た
（「
緒
言
」
一
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
伊
藤
の
「
孝
愛
の
至
情
紙
面
に
溢

れ
」
た
書
翰
を
編
纂
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
た
め
、
一
般
的

な
伝
記
と
異
な
り
、
多
く
の
私
的
書
翰
を
収
載
す
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
ち
ら
は
殆
ど
具
体
的
な
孝
行
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
見
え
な
い
。

孝
に
関
連
の
あ
る
記
述
を
閲
す
る
に
、「
書
翰
も
政
治
上
の
も
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の
は
殆
ん
と
収
め
て
な
い
」（「
緒
言
」
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

収
載
さ
れ
た
書
翰
は
、
家
族
に
宛
て
た
も
の
が
そ
の
大
部
分
を
占

め
て
お
り
、
そ
の
中
に
度
々
両
親
を
気
遣
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

祖
母
様
母
上
様
も
御
無
事
に
て
暑
気
之
御
中
り
も
無
御
座
候

哉
（「
第
七
章　

初
度
洋
行
時
代
」
一
〇
八
頁
）

は
い
様
母
上
様
御
風
の
入
ら
ぬ
様
に
御
用
心
専
用
奉
存
候
段

御
伝
言
奉
願
候
（「
第
八
章　

帰
朝
時
代
」
一
二
六
頁
）

そ
の
後
母
上
の
病
気
は
い
か
ゞ
と
案
居
申
候
（「
第
十
七
章

憲
法
発
布
前
後
」
二
八
七
頁
）

た
だ
、
両
親
の
体
を
気
づ
か
う
の
は
、
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ

り
、
同
様
に
妻
の
健
康
や
娘
の
病
気
を
気
づ
か
う
記
述
も
見
ら
れ

る（
注
8
）。
こ
の
手
紙
の
記
述
の
み
を
以
て
伊
藤
を
「
孝
子
」
と
す

る
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
他
に
具
体
的
な
孝
子
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
閲
し

て
も
、翁

（
引
用
者
注
…
…
伊
藤
の
父
）
は
随
分
酒
を
嗜
ま
れ
…
…

其
故
公
（
引
用
者
注
…
…
伊
藤
）
は
翁
の
住
所
に
薦
被
り
の

絶
え
な
い
や
う
に
計
ら
つ
て
置
か
れ
公
自
身
は
日
曜
毎
に
万

已
む
を
得
ざ
る
差
支
の
あ
ら
ぬ
限
り
は
必
ず
父
母
の
隠
居
所

を
訪
問
す
る
を
常
と
せ
ら
れ
て
居
つ
た
（「
第
十
九
章　

日

清
役
後
の
数
年
」
三
二
九
頁
）

と
あ
る
程
度
で
、
ほ
ぼ
具
体
的
な
孝
行
の
逸
話
は
見
え
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
対
す
る
と
、
却
っ
て
伊
藤
の
母
や
夫
人
の
孝
行
逸
話
の

方
が
多
い
程
で
あ
る
。
夫
人
が
舅
姑
に
孝
を
尽
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
は
、

初
め
て
東
京
へ
出
て
築
地
に
同
居
せ
ら
れ
た
時
な
ど
は
（
引

用
者
注
…
…
翁
が
）
自
ら
庭
上
に
出
て
草
取
り
そ
す
る
夫
人

は
そ
れ
に
連
れ
て
や
は
り
跣
足
で
出
て
同
じ
く
草
を
取
り

屡
々
蟲
に
螫
さ
れ
て
閉
口
し
た
と
云
ふ
や
う
な
話
も
あ
る
其

頃
ま
で
翁
は
碁
槳
棋
な
ど
総
て
知
ら
な
か
つ
た
が
夫
人
は
何

か
消
閑
の
遊
戯
を
勧
め
た
ら
ば
と
思
ひ
自
分
も
共
に
稽
古
す

る
か
ら
と
て
碁
の
稽
古
を
勧
め
（「
第
十
九
章　

日
清
役
後

の
数
年
」
三
二
八
頁
）

母
堂
は
殊
に
性
質
玉
の
如
き
人
で
あ
つ
て
重
蔵
翁
が
伊
藤
家

の
養
子
と
な
つ
た
後
は
翁
と
共
に
所
謂
む
つ
か
し
屋
な
る
養

父
母
に
仕
へ
始
終
其
歓
心
を
失
は
ざ
り
し
こ
と
は
前
に
も
話

し
た
通
り
で
あ
る
公
夫
妻
も
そ
れ
と
同
じ
く
能
く
父
母
に
仕

へ
母
堂
を
も
安
穏
に
此
世
を
過
さ
せ
ら
れ
た
（「
第
二
十
章

内
外
各
地
漫
遊
時
代
」
三
四
三
頁
）

と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
伊
藤
の
母
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
、

公
が
ま
だ
十
余
歳
の
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
一
日
萩
で
大
雪
の

日
に
公
が
預
け
ら
れ
て
居
つ
た
家
の
主
人
が
知
人
の
処
に
行
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き
其
帰
る
さ
に
道
が
悪
い
と
て
先
方
の
は
き
物
を
借
り
て
還

り
公
を
し
て
取
替
に
行
か
し
た
雪
は
降
る
風
は
寒
し
道
は
わ

る
し
日
は
暮
る
公
は
鳥
渡
松
本
の
自
宅
に
立
寄
つ
た
母
堂
は

之
を
叱
り
主
人
の
命
を
受
け
て
用
達
し
に
行
き
寄
り
道
を
す

る
や
う
な
心
懸
が
あ
る
か
と
て
一
杯
の
湯
を
も
与
へ
ず
し
て

逐
還
し
た
と
い
ふ
（「
第
二
十
章　

内
外
各
地
漫
遊
時
代
」

三
四
四
頁
）

と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
先
の
乃
木
伝
の
例
で
見
た
も
の
と
同

様
、
主
人
の
命
と
い
う
い
わ
ば
「
義
」（
公
）
を
重
ん
じ
て
我
が

子
へ
の
「
親
」（
私
）
を
こ
ら
え
た
と
い
う
「
大
義
親
を
滅
す
」

型
か
つ
帰
宅
す
る
子
を
教
導
す
る
「
孟
母
断
機
」
型
の
系
譜
に
列

な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

該
書
は
、
緒
言
に
書
名
に
「
孝
子
」
と
冠
し
た
理
由
を
説
明
し

て
、「
書
名
を
孝
子
伊
藤
公
と
せ
る
は
此
書
は
公
か
終
生
能
く
孝

道
を
尽
し
た
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
編
纂
し
且
つ
私
書
を
し
て
歴

史
を
語
ら
し
む
る
工
夫
を
用
ひ
た
か
為
て
あ
る
」（「
緒
言
」
三

頁
）
と
す
る
が
、
孝
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
言
説
が
極
め
て
乏

し
く
、
孝
行
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
据
え
て
構
成
さ
れ

る
一
般
的
な
孝
子
伝
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

三
、
両
伝
撰
書
の
理
由
と
背
景
と

本
章
で
は
、
両
伝
が
撰
さ
れ
た
理
由
と
背
景
と
に
つ
い
て
、
近

世
よ
り
列
な
る
孝
子
伝
の
流
れ
と
我
邦
近
代
に
お
け
る
時
流
と

い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

『
乃
木
大
将
と
孝
道
』『
孝
子
伊
藤
公
』
が
近
代
成
立
の
孝
子
伝

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
に
到
る
迄
の
孝
子
伝
の
展
開
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
邦
近
世
孝
行
説
話
の
歴
史
的
経
緯
を

明
ら
か
に
し
た
井
上
敏
幸
氏
「
近
世
的
説
話
文
学
の
誕
生
」
に
よ

れ
ば
、
近
世
初
期
説
話
文
学
の
系
統
の
う
ち
、
孝
行
説
話
集
の
多

く
が
、『
二
十
四
孝
』
に
代
表
さ
れ
る
中
国
や
朝
鮮
説
話
集
の
翻

訳
物
で
あ
っ
た
。
次
に
了
意
作
『
孝
行
物
語
』
な
ど
の
「
孝
行
説

話
を
集
め
た
大
部
の
説
話
集
の
刊
行
も
盛
ん
と
な
」
っ
た
が
、

「
こ
れ
ら
孝
行
説
話
集
の
こ
と
ご
と
く
が
、
中
国
孝
行
説
話
の
日

本
へ
の
紹
介
で
あ
っ
た
」。
そ
こ
で
、「
日
本
人
の
孝
行
説
話
を
紹

介
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
一
方
で
始
ま
」
り
、「
題
材
を
中
世
文

学
に
求
め
た
」「
日
本
の
孝
行
説
話
集
」
で
あ
る
『
大
倭
二
十
四

孝
』
な
ど
が
撰
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
近
世
社
会
に
生
ま
れ
た
新

し
い
孝
行
説
話
集
」
と
し
て
『
本
朝
孝
子
伝
』
の
「
今
世
」
編
は

当
時
の
「
今
世
」
で
あ
る
近
世
の
「
現
実
社
会
に
生
起
し
て
い
る

孝
行
説
話
が
掬
い
と
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
に
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影
響
さ
れ
、「
各
藩
に
お
け
る
孝
行
説
話
の
蒐
集
と
編
纂
」
が
盛

ん
に
な
っ
た
と
い
う（
注
9
）。
つ
ま
り
、
近
世
の
孝
行
説
話
集
は
、

①
中
国
朝
鮮
説
話
集
の
翻
訳
物 

→ 

②
中
国
説
話
を
独
自
に
編
集

し
た
物 
→ 
③
我
邦
の
古
典
説
話
の
編
纂
物 

→ 

④
我
邦
の
当
代

説
話
の
編
纂
物
、
と
い
う
流
れ
で
展
開
し
て
き
た
と
纏
め
ら
れ
よ

う
。
実
際
、
藤
井
懶
斎
『
本
朝
孝
子
伝
』
の
序
に
「
恭
以
本
朝
中

朝
人
性
雖
同
、
而
風
気
固
殊
、
俗
習
逈
別
則
以
中
朝
人
治
本
朝

人
、
与
以
本
朝
人
治
本
朝
人
、
如
何
其
无
劇
易
」（
須
原
茂
兵
衛
、

勝
村
治
右
エ
門
刊
、
貞
享
三
年
）、
城
井
寿
章
『
近
世
孝
子
伝
』

の
序
に
、「
与
仮
異
邦
典
籍
以
語
之
、
不
如
学
皇
朝
故
事
以
諭
之
。

与
引
昔
賢
嘉
言
以
訓
之
、
不
如
述
近
人
善
行
以
導
之
」（
槐
陰
書

屋
、
明
治
七
年
）
と
あ
り
、
孝
行
説
話
集
の
編
纂
に
お
い
て
、

「
中
国
よ
り
我
邦
」「
昔
よ
り
現
在
」
の
逸
話
を
用
い
よ
う
と
い
う

意
識
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
近
代
に
入
り
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
学
制
が
発

布
さ
れ
、
国
民
一
律
に
初
等
教
育
を
施
す
と
の
姿
勢
が
示
さ
れ

た
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
の
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
お

い
て
小
学
校
制
度
が
確
立
さ
れ
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
の

「
小
学
校
令
」
で
義
務
教
育
化
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
の
「
小
学
校

令
」
で
は
教
科
書
は
検
定
制
度
を
採
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
明
治

三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
、
小
学
校
教
科
書
に
関
し
て
は
国
定

制
度
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
三
〇
年
ご
ろ
か

ら
、
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
に
倣
っ
た
「
人
物
主
義
」
が
取

り
入
れ
ら
れ
、
伝
記
中
心
の
教
科
書
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た（
注
10
）。

こ
れ
ら
の
時
期
に
お
け
る
孝
子
伝
の
取
り
扱
わ
れ
方
に
つ
い

て
、
徳
田
進
氏
は
、「
以
上
の
間
に
孝
子
譚
は
大
い
に
用
い
ら
れ
、

修
身
教
科
書
で
の
位
置
は
重
く
、
義
務
教
育
と
結
合
し
た
と
こ
ろ

に
、
中
世
や
近
世
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
国
民
育
成
の
使
命

を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（『
孝
子
説
話
集
の
研
究　

近
代
編
』

井
上
書
房
、
昭
和
三
九
年
、
六
七
頁
）、「
明
治
期
に
お
い
て
の
孝

子
譚
の
著
し
い
特
色
は
、
こ
れ
が
教
科
書
上
例
話
と
し
て
使
命
を

帯
び
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
」（
同
上
、
六
九
頁
）
と
し
て

い
る（
注
11
）。
そ
う
し
て
、
孝
子
譚
を
「
全
相
二
十
四
孝
詩
選
に
見

る
よ
う
な
童
話
的
要
素
や
架
空
的
分
子
の
あ
る
」（
同
上
、
一
四

〇
頁
）「
童
話
」
的
な
も
の
と
、「
大
体
史
実
に
準
拠
す
る
」（
同

上
、
一
四
〇
頁
）「
史
譚
」
的
な
も
の
と
に
分
け
、
近
代
の
孝
子

譚
に
お
い
て
は
、「
事
実
と
し
て
の
迫
真
力
を
も
っ
て
、
読
む
者

を
、
聴
く
者
を
動
か
そ
う
と
す
る
」（
同
上
、
六
八
頁
）
た
め
に
、

「
反
史
譚
的
な
も
の
は
、
次
第
に
影
を
潜
め
る
に
到
っ
た
」（
同

上
、
六
八
頁
）
と
す
る
。

『
孝
子
伊
藤
公
』『
乃
木
大
将
と
孝
道
』
両
伝
は
、「
我
邦
の
当

代
説
話
」
か
つ
「
史
譚
」
で
あ
る
と
言
い
う
る
か
ら
、
該
書
の
発

行
は
、
以
上
の
よ
う
な
孝
子
譚
・
孝
行
説
話
の
当
代
化
・
史
譚
化
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と
い
う
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

近
世
よ
り
近
代
に
至
る
孝
行
譚
集
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
流

れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
題
材
を
、
中
国
・
我
邦
に
関
わ

ら
ず
、
前
時
代
の
故
事
に
取
材
し
た
も
の
に
は
、
孝
行
主
体
の
身

分
や
経
済
状
況
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
当
代
の
史
譚
に
求
め
た
も
の
は
、
身
分
が
低
く
貧
し
い
者
が

孝
行
主
体
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
二
十
四
孝
』
の
巻
首
は
帝
舜
よ
り
始
ま
り
、
漢
武
帝

と
続
く
。
我
邦
の
孝
行
譚
集
に
お
い
て
も
、
各
時
代
よ
り
題
材
を

求
め
た
も
の
に
は
、
身
分
別
に
逸
話
を
分
類
し
た
も
の
が
多
く
あ

り
、
例
え
ば
仁
徳
天
皇
や
平
重
盛
（
正
二
位
）
と
い
っ
た
名
が
よ

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
代
よ
り
題
材
を
求
め
た
も
の

は
、
そ
の
孝
行
主
体
の
身
分
が
低
く
、
ま
た
貧
し
い
場
合
が
多
い
。

前
時
代
も
の
に
身
分
の
高
い
人
物
が
登
場
す
る
理
由
は
、
例
え

ば
『
二
十
四
孝
詩
撰
』
の
黄
庭
堅
の
話
、「
貴
顕
聞
天
下
、
平
生

孝
事
親
、
親
自
滌
溺
器
、
不
用
婢
妾
人
」（『
二
十
四
孝
』「
滌
親

溺
器
」）
な
ど
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
黄
庭
堅

が
天
下
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
身
分
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
召
使

い
等
を
用
い
ず
自
ら
親
の
尿
器
を
洗
う
と
い
う
奇
特
さ
が
示
さ
れ

て
い
る
訳
で
あ
る
。

近
代
孝
行
譚
集
の
う
ち
、「
我
邦
の
当
代
説
話
」
か
つ
「
史
譚
」

的
性
質
を
持
つ
公
撰
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、『
明
治
孝
節
録
』

（
明
治
一
〇
年
）・『
明
治
国
民
亀
鑑
』（
明
治
三
五
年
）、
や
や

降
っ
て
『
孝
子
徳
行
録
』（
昭
和
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

武
田
清
子
氏
は
、『
明
治
国
民
亀
鑑
』（
褒
賞
受
賞
者
の
評
伝
を
収

載
す
る
）
を
分
析
し
、「
緑
綬
褒
章
（
引
用
者
注
…
…
「
忠
孝
貞

節
等
の
善
行
に
授
く
る
」
褒
賞
）
を
受
け
た
人
々
の
階
層
は
「
極

貧
」
が
多
」（『
天
皇
制
思
想
と
教
育
』
明
治
図
書
出
版
Ｋ
Ｋ
、
一

九
六
四
年
、
五
一
頁
）
い
と
し
て
お
り
、
ま
た
久
木
幸
男
氏
は
、

『
孝
子
徳
行
録
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
に
つ
い
て
、「
極
貧
層

が
多
い
こ
と
は
、
第
二
表
の
「
生
活
程
度
」
欄
の
ほ
か
、「
職
業
」、

「
学
歴
」
欄
か
ら
も
容
易
に
う
か
が
わ
れ
る
」（「
教
育
勅
語
四
〇

年
」『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
』
一
九
、
一
九
七
九
年
）
と
す

る
。
こ
れ
ら
孝
行
譚
編
纂
の
目
的
が
、「
是
編
ヲ
観
ル
者
反
覆
熟

玩
シ
テ
其
行
蹟
ニ
鑑
ミ
バ
其
レ
感
発
ス
ル
所
ア
ル
ニ
庶
幾
カ
ラ
ム

歟
」（『
明
治
国
民
亀
鑑
』「
序
」）
と
い
っ
た
民
衆
の
教
化
に
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

規
範
と
は
、
常
に
「
誰
も
が
行
な
う
べ
き
」
当
為
で
あ
る
が
、

「
誰
も
が
行
な
い
得
る
訳
で
は
な
い
」
奇
特
な
行
為
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
模
範
が
「
行
な
う
べ
き
」
か
つ
「
行
な
い
難
い
」
と

い
っ
た
二
面
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
孝
の
規
範
を
示
し
た
孝
行

譚
に
は
、「
行
な
い
難
い
」
と
い
う
孝
の
奇
特
さ
を
表
現
し
た
も

の
と
、「
誰
も
が
行
な
う
べ
き
」
と
い
う
孝
の
普
遍
的
当
為
性
を

表
現
し
た
も
の
と
が
存
在
す
る
。
前
時
代
に
題
を
求
め
た
孝
行
譚
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が
、「
高
位
の
人
物
」
で
す
ら
行
な
う
孝
の
奇
特
さ
を
表
現
す
る

機
能
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
当
代
化
さ
れ
た
も
の
は
、「
誰
も

が
」
即
ち
「
己
が
」
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
孝
の
普
遍
性
を
示

す
。
こ
の
た
め
に
は
、
孝
行
主
体
の
身
近
さ
を
増
す
こ
と
に
よ
り

教
化
対
象
に
共
感
を
抱
か
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
当
代

化
・
史
譚
化
さ
れ
た
近
代
孝
子
伝
に
お
い
て
、
孝
行
主
体
に
「
極

貧
」
者
が
多
い
の
は
、
教
化
対
象
で
あ
る
民
衆
が
共
感
を
抱
き
や

す
く
手
本
と
し
や
す
い
身
近
な
階
層
の
人
間
が
題
材
と
し
て
多
く

選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う（
注
12
）。

こ
こ
で
『
乃
木
大
将
と
孝
道
』『
孝
子
伊
藤
公
』
に
返
っ
て
考

え
る
に
、
こ
れ
ら
当
代
化
さ
れ
た
孝
子
伝
と
両
伝
と
の
間
に
は
、

一
つ
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
。
両
伝
も
当
代
化
・
史
譚
化
の
進

ん
だ
孝
子
伝
で
あ
る
が
、
両
者
は
「
極
貧
」
の
う
ち
に
生
を
終
え

た
人
物
で
は
な
い
。
伊
藤
は
足
軽
、
乃
木
は
下
級
藩
士
の
子
で

あ
っ
て
、
も
と
も
と
決
し
て
高
い
身
分
で
は
な
い
が
、
最
終
的
に

は
文
武
の
最
上
級
親
任
官
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
・
陸
軍
大
将
を

拝
命
し
て
い
る
。
な
ぜ
当
代
化
・
史
譚
化
さ
れ
た
孝
子
伝
で
あ
り

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
高
位
の
人
物
が
題
材
と
し
て
選
ば
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か（
注
13
）。

一
つ
は
、「
支
那
の
聖
人
の
語
に
夫
孝
始
於
事
親
中
於
事
君
終

於
立
身
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
故
伊
藤
博
文
公
の
如
き
は
よ
く
こ
れ

に
適
つ
た
人
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
」（『
孝
子
伊
藤
公
』
一
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
両
者
の
人
生
が
、『
孝
経
』
の
「
夫
孝
始
於
事
親
、

中
於
事
君
、
終
於
立
身
」（
開
宗
明
義
章
）
に
叶
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
は
孝
行
譚
集
『
孝
行
百
話
』

に
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
伊
藤
が
孝
子
で
あ

る
理
由
と
し
て
、
伊
藤
が
高
官
に
登
っ
た
こ
と
に
よ
り
父
の
名
が

世
間
に
聞
こ
え
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
注
14
）。

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
、
当
時
の
時
流
と
い
っ
た
も
の
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
る
。
両
伝
発
行
に
関
し
て
、

公
は
嘗
て
自
か
ら
忠
狂
と
称
し
た
位
て
其
忠
君
愛
国
の
念
に

富
ん
て
居
つ
た
こ
と
は
広
く
世
界
に
知
れ
渡
つ
て
居
る
か
其

孝
心
に
富
め
る
こ
と
は
知
る
人
が
少
な
い
之
れ
を
編
纂
し
て

世
の
少
年
士
女
に
示
さ
は
其
裨
益
蓋
し
少
か
ら
す
と
思
ふ
た

（『
孝
子
伊
藤
公
』「
緒
言
」
一
頁
）

乃
木
大
将
が
武
士
道
の
権
化
で
あ
り
、
誠
忠
の
士
で
あ
つ
た

こ
と
は
、
三
尺
の
童
子
と
雖
も
周
く
之
を
知
つ
て
ゐ
る
。
け

れ
共
私
生
活
に
於
け
る
絶
対
的
孝
道
実
践
者
と
し
て
の
大
将

に
就
い
て
は
、
世
人
未
だ
こ
れ
を
知
ら
な
い
。（『
乃
木
大
将

と
孝
道
』「
推
奨
の
辞
」
二
九
三
頁
）

と
あ
り
、
両
伝
の
発
行
に
関
し
て
は
、
両
者
が
「
忠
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
世
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
孝
」
で
あ
っ
た
こ
と

は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
関
係
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る（
注
15
）。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
両
伝
は
、
両
者
の
孝
行
を
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顕
彰
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
撰
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
も
と
も
と
忠
臣
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
両
者
を
孝
子
で
も

あ
っ
た
の
だ
と
世
間
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
撰
さ
れ
た
も
の
と
い

え
る
。

で
は
、「
忠
」
で
あ
っ
た
と
い
う
両
者
は
、
な
ぜ
「
孝
」
で
も

あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
当

時
の
所
謂
「
家
族
国
家
」「
忠
孝
一
致
」
と
い
っ
た
観
念
か
ら
の

要
請
に
他
な
ら
な
い
。「
家
族
国
家
」
と
は
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
で

き
よ
う
が
、
例
え
ば
「
教
育
勅
語
」
の
主
要
な
解
説
と
し
て
知
ら

れ
る
井
上
哲
次
郎
『
勅
語
衍
義
』
に
、「
国
君
ノ
臣
民
ニ
於
ケ
ル
、

猶
ホ
父
母
ノ
子
孫
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
。
即
チ
一
国
ハ
一
家
ヲ
拡
充

0

0

0

0

0

0

0

0

セ
ル
モ
ノ

0

0

0

0

ニ
テ
、
一
国
ノ
君
主
ノ
臣
民
ヲ
指
揮
命
令
ス
ル
ハ
、
一

家
ノ
父
母
ノ
慈
心
ヲ
以
テ
子
孫
ニ
吩
咐
ス
ル
ト
、
以
テ
相
異
ナ
ル

コ
ト
ナ
シ
」（『
勅
語
衍
義
』「
爾
臣
民
父
母
ニ
孝
ニ
」
条
）
と
あ

り
、
穂
積
八
束
「
民
法
出
デ
ヽ
忠
孝
亡
ブ
」
に
、「
氏
族
ト
云
ヒ

国
家
ト
云
フ
モ
家
制
ヲ
推
拡
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
過
ギ
ズ
」（「
民
法
出

デ
ヽ
忠
孝
亡
ブ
」）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、「
国
家

を
家
族
の
拡
大
延
長
と
み
な
す
」
観
念
、
我
邦
に
関
し
て
い
え

ば
、「
我
邦
を
天
皇
を
中
心
と
す
る
一
家
と
み
な
す
」
観
念
と
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う（
注
16
）。
こ
の
観
念
に
お
い
て
は
、
国
は
家
の
擬

制
で
あ
り
、
天
皇
は
父
の
擬
制
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
天
皇
︱
臣

民
」
関
係
は
「
父
︱
子
」
関
係
と
同
一
視
さ
れ
、
天
皇
に
対
す
る

忠
は
父
に
対
す
る
孝
と
等
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
、「
忠
君

と
い
ふ
こ
と
の
中
に
は
、
自
、
孝
親
の
意
義
を
包
有
し
、
孝
親
と

い
ふ
こ
と
の
中
に
は
、
自
、
忠
君
の
義
を
も
包
括
し
て
、
忠
孝

0

0

は0

、
自0

、
一
致
せ
る
な
り

0

0

0

0

0

0

。
さ
れ
ば
、
君
に
忠
な
れ
ば
、
孝
、
之

よ
り
大
な
る
は
な
く
、
親
に
孝
な
れ
ば
、
忠
、
亦
、
そ
の
中
に
在

り
。
…
…
君
臣
の
情
は

0

0

0

0

0

、
父
子
の
情
と
一
致
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
、
世
界
に

比
ひ
な
き
忠
孝
の
美
風
を
為
せ
る
も
の
な
り
」（
国
光
社
編
輯
所

編
『
高
等
小
学
修
身
書
教
員
用
』
巻
之
三
、
国
光
社
、
明
治
三
四

年
）
な
ど
と
、「
忠
孝
一
致
」
が
喧
伝
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
忠
と
孝
と
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理

念
上
最
高
の
忠
臣
で
あ
る
は
ず
の
首
相
や
大
将
は
、
最
高
の
孝
子

で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
伊
藤
や
乃
木
と
い
っ
た
、

も
と
も
と
孝
子
と
し
て
の
評
価
が
高
か
っ
た
訳
で
は
な
い
両
者
に

対
し
て
孝
子
伝
が
撰
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

た
だ
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
特
に
「
孝
子
伝
」
が
単
行
さ
れ

た
の
は
、
当
時
の
多
く
の
政
府
高
官
の
中
で
も
伊
藤
と
乃
木
と
の

両
者
の
み
で
あ
っ
た
。
で
は
、
何
故
こ
の
両
者
だ
け
が
こ
の
よ
う

な
扱
い
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
判
官
贔
屓
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
我
邦
で
は
、
日

本
武
尊
・
源
義
経
・
楠
正
成
な
ど
、
悲
劇
的
な
死
を
迎
え
た
英
雄

が
好
ま
れ
る
風
土
が
あ
る
。
伊
藤
・
乃
木
の
死
に
様
に
関
し
て
山

室
建
徳
氏
は
、「
伊
藤
に
つ
い
て
は
、「
昔
か
ら
武
士
は
犬
死
に
を
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厭
ら
つ
た
、
今
日
で
も
気
概
の
有
る
人
は
畳
の
上
床
の
中
で
死
ぬ

る
事
を
恥
と
す
る
。
伊
藤
公
の
最
後
は
不
測
の
間
に
起
つ
た
の
で

は
あ
る
が
、
政
治
家
の
末
路
と
し
て
は
、
殆
ど
申
し
分
の
無
い
華

や
か
な
も
の
で
あ
つ
た
、
さ
う
し
て
我
が
乃
木
大
将
の
最
後
は
、

赤
心
天
地
を
掩
ひ
鬼
神
を
泣
か
し
む
る
大
丈
夫
児
の
最
後
で
あ

る
」（
戸
谷
白
羽
、『
東
朝
』
九
月
十
五
日
）
と
い
う
比
較
論
も
あ

る
。
政
治
家
や
軍
人
ら
が
自
ら
の
職
務
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
こ

と
は
、
最
も
崇
高
な
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」（『
軍

神
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
九
頁
）
と
す
る
。
多

く
の
政
府
高
官
の
中
で
、
両
者
が
特
に
顕
彰
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
業
績
が
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
に
、
こ
う
い
っ
た

悲
劇
的
死
を
重
ん
じ
る
観
念
が
大
き
く
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。四

、
時
代
性
か
ら
み
た
両
伝
の
特
徴

一
章
に
て
、
乃
木
伝
に
忠
孝
背
反
事
例
に
お
い
て
は
政
府
や
職

務
へ
の
忠
（
公
）
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
こ
の
こ
と
も
「
忠
孝
一
致
」
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

儒
教
的
観
念
に
お
い
て
も
、
家
庭
内
道
徳
（
私
的
道
徳
）
と
社

会
道
徳
（
公
的
道
徳
）
と
の
背
反
は
古
来
よ
り
重
要
な
案
件
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
例
と
し
て
よ
く
言
及

さ
れ
る
『
論
語
』
直
躬
説
話
に
お
い
て
、
孔
子
が
、「
父
為
子
隠
、

子
為
父
隠
」（『
論
語
』
子
路
）
と
答
え
て
、
家
庭
内
道
徳
を
優
先

さ
せ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
儒
家
の
ス

タ
ン
ス
は
孝
重
視
に
傾
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
孝
と
職
と

が
背
反
す
る
状
況
を
描
い
た
逸
話
は
古
来
数
多
く
存
在
す
る
が
、

一
般
的
な
孝
子
伝
に
お
い
て
は
、
普
通
、「
范
純
仁
、
字
尭
夫
。

事
親
至
孝
。
父
母
在
調
官
皆
不
赴
。
親
遣
之
。
辞
曰
、
純
仁
豈
可

重
於
禄
食
、
而
軽
去
父
母
耶
。
雖
近
亦
不
能
朝
夕
在
側
。
遂
終
養

焉
」（『
日
記
故
事
大
全
』
第
三
巻
「
調
官
不
赴
」）、「
虞
詡
、
字

升
卿
。
年
十
二
通
尚
書
。
早
孤
。
孝
養
祖
母
。
県
挙
順
孫
。
国
相

奇
之
。
欲
授
之
官
。
辞
曰
、
祖
母
九
十
。
非
詡
不
養
。
乃
止
。
後

祖
母
終
。
辟
為
郞
中
」（『
日
記
故
事
大
全
』
第
三
巻
「
辞
官
奉

祖
」）
な
ど
、『
乃
木
大
将
と
孝
道
』
の
よ
う
に
職
を
孝
よ
り
優
先

す
る
描
か
れ
方
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
親
や
祖
母
を

養
う
（
＝
「
孝
」）
の
為
に
任
官
を
断
わ
る
例
で
あ
る
。
ま
た
、

「
林
攢
、
泉
州
莆
田
人
。
貞
元
初
、
仕
為
福
唐
尉
。
母
羸
老
、
未

及
迎
而
病
。
攢
聞
、
棄
官
還
」（『
新
唐
書
』
巻
一
九
五
、
孝
友

伝
）、「
庚
黔
婁
、
南
斉
時
人
也
。
為
孱
陵
令
、
到
県
未
旬
日
、
忽

心
驚
流
汗
。
即
棄
官
帰
家
。
父
疾
已
二
日
」（『
二
十
四
孝
』
嘗
糞

憂
心
）
な
ど
は
、
親
の
為
に
「
職
を
棄
て
て
帰
る
」
例
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
職
と
孝
と
の
背
反
に
お
い
て
、
職
を
抛
っ
て
孝
に
趨

る
と
い
う
の
は
、
孝
行
譚
の
一
パ
タ
ン
と
い
っ
て
よ
い（
注
17
）。
そ
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も
そ
も
、
何
よ
り
孝
を
重
ん
じ
る
か
ら
こ
そ
「
孝
行
譚
」
な
の
で

あ
る
。
我
邦
に
お
い
て
も
、
中
江
藤
樹
が
母
の
養
の
為
に
脱
藩
す

る
の
は
孝
行
譚
と
し
て
著
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

「
求
忠
臣
必
孝
子
之
門
」（『
後
漢
書
』
巻
五
六
、
韋
彪
伝
引

『
孝
経
緯
』）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
忠
孝
間
に
同
質
性
を
求
め
る

観
念
自
体
は
も
と
も
と
儒
家
に
存
在
し
た
。
た
だ
、
こ
の
観
念
に

お
け
る
忠
と
は
、
多
分
に
私
的
な
性
質
を
残
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。「
忠
」
と
い
う
言
葉
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
方
向
性
が
含
有

さ
れ
る
。
加
地
伸
行
氏
は
中
国
に
お
け
る
忠
に
つ
い
て
、「
仕
え

て
い
る
主
君
（
あ
る
い
は
そ
の
家
族
）
に
対
す
る
道
徳
（
雇
い
主

へ
の
道
徳
）
と
い
う
私
的
な
も
の
」
と
「
皇
帝
の
直
接
的
な
臣
で

あ
り
、
か
つ
弟
子
と
な
っ
た
科
挙
官
僚
た
ち
の
公
的
道
徳
と
し
て

の
忠
」（「『
孝
経
』
の
漢
代
に
お
け
る
思
想
的
位
置 
︱
宗
教
性
か

ら
礼
教
性
へ
︱
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
二
集
、
一
九
九
〇

年
）
と
の
二
種
類
を
措
定
し
て
い
る
。
我
邦
近
世
に
お
い
て
は
、

実
践
道
徳
と
し
て
の
忠
は
、
家
臣
（
武
士
階
級
）
の
主
君
（
藩
主

等
封
建
君
主
）
に
対
す
る
観
念
が
主
で
あ
っ
た
が
、
天
皇
中
心
の

国
家
を
目
指
し
た
近
代
に
お
い
て
は
、
臣
民
（
国
民
全
体
）
の
天

皇
（
国
家
）
に
対
す
る
観
念
と
さ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
近
代
我
邦
で
求
め
ら
れ
る
「
忠
孝
一
致
」
は
、

武
田
氏
が
、「
儒
教
の
教
え
と
異
な
り
、
孝
は
天
皇
へ
の
忠
に
従

属
し
そ
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
両
者
が
矛

盾
す
る
場
合
は
、「
孝
を
捨
て
て
忠
を
と
り
さ
え
す
れ
ば
間
違
い

な
い
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
忠
孝
一
致
」（
武
田
氏
前
掲
書

四
六
頁
）
と
す
る
よ
う
な
、
忠
を
重
視
す
る
傾
向
の
強
い
も
の
と

な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
民
衆
教
化
の
中
心
的
手
段
で
あ
る
修
身

教
科
書
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
竹
下
景
子
氏
は
、「「
忠
孝
一
致
」
の

思
想
が
明
確
に
理
論
化
さ
れ
た
形
で
現
わ
れ
て
き
た
」
と
す
る
国

定
一
・
二
期
修
身
教
科
書
に
つ
い
て
、「
国
家
的
利
害
と
私
的
利

害
が
一
致
し
な
い
時
は
、
私
的
利
害
の
否
定
を
民
衆
に
強
要
す

る
。
つ
ま
り
、「
忠
」
と
「
孝
」
の
関
係
に
お
い
て
も
両
者
が
一

致
し
な
い
時
は
、「
孝
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
」

（「
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
女
工
意
識
の
一
考
察 

︱
「
忠
」「
孝
」

分
析
を
基
軸
と
し
て
︱
」『
史
論
』
第
二
五
集
、
一
九
七
二
年
）

と
し
て
お
り
、
広
井
多
鶴
子
氏
は
、「
国
家
の
権
限
よ
り
も
孝
を

優
先
す
る
よ
う
な
孝
行
譚
は
見
ら
れ
な
く
な
る
」・「
国
定
教
科
書

は
天
皇
へ
の
忠
の
た
め
に
父
へ
の
忠
誠
を
断
ち
切
る
こ
と
を
求
め

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
定
教
科
書
の
説
く
忠
孝
一
致

は
、
孝
に
対
す
る
国
家
の
優
位
を
確
定
す
る
た
め
に
、
明
治
二
〇

年
代
半
ば
の
衍
義
書
ま
で
見
ら
れ
た
親
へ
の
孝
の
一
体
感
や
忠
誠

心
を
否
定
し
、「
畢
竟
一
身
一
家
を
顧
み
ず
し
て
公
事
に
尽
す
」

こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（「
修
身
教
科
書
の
孝
行
譚 

︱

近
代
の
〈
親
孝
行
〉
試
論
︱
」『
教
育
学
年
報
』
第
一
〇
号
、
二
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〇
〇
四
年
）
と
す
る
。

ま
た
広
井
氏
は
、「『
修
身
女
訓
』（
明
治
二
六
年
）
に
登
場
す

る
七
郎
・
す
ゑ
女
は
違
う
。
父
の
死
後
、
一
人
家
に
い
る
母
の
た

め
に
奉
公
の
暇
を
取
っ
て
孝
養
す
べ
き
だ
と
言
う
者
に
対
し
て
、

兄
妹
は
「
幼
き
よ
り
主
人
の
恵
み
に
て
人
と
成
り
、
親
を
養
ひ
し

も
の
を
暇
取
ら
ん
は
本
位
な
ら
ず
」
と
否
め
る
。
親
の
た
め
に
側

に
い
る
こ
と
よ
り
も
、
働
き
続
け
る
こ
と
を
優
先
す
る
の
で
あ

る
」
と
し
て
、
修
身
教
科
書
に
お
い
て
「
親
を
最
優
先
す
る
こ
と

を
讃
え
て
き
た
は
ず
の
孝
が
、
親
子
関
係
以
外
の
生
活
や
仕
事
、

社
会
を
も
重
視
す
る
孝
へ
と
変
化
し
て
い
く
」（
広
井
氏
前
掲
論

文
）
と
指
摘
す
る
。

教
科
書
と
同
じ
く
民
衆
教
化
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
『
乃
木
大

将
と
孝
道
』
に
お
い
て
、
孝
よ
り
官
職
へ
の
忠
誠
が
優
先
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
忠
孝
の
一
致
を
説
き
つ
つ
も
最
終
的

に
は
忠
を
孝
よ
り
重
視
す
る
と
い
う
当
時
の
傾
向
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
先
に
乃
木
・
伊
藤
両
伝
共
通
の
特
色
と
し
て
、
本
人
以

外
に
父
母
の
徳
行
譚
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

広
井
氏
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
ま
で
幾
度
も
修
身
教
科
書
に

採
用
さ
れ
た
「
そ
よ
」
の
孝
行
譚
の
変
化
を
採
り
上
げ
、
そ
よ
の

孝
行
の
対
象
で
あ
る
父
親
像
が
「
身
勝
手
」
よ
り
「
娘
の
孝
行
を

自
分
へ
の
「
親
切
」
と
し
て
受
け
と
め
、
喜
び
の
あ
ま
り
涙
す

る
」
よ
う
な
人
物
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
身
勝
手
な

親
に
一
方
的
に
献
身
す
る
こ
と
こ
そ
が
讃
え
ら
れ
る
べ
き
孝
行
」

で
あ
っ
た
も
の
が
、「
親
と
子
の
「
人
情
の
自
然
」
と
親
の
「
本

務
」
が
孝
行
の
前
提
に
据
え
ら
れ
た
」（
広
井
氏
前
掲
論
文
）
と

す
る
。

継
母
を
は
じ
め
と
す
る
「
意
地
悪
な
親
」
に
対
し
て
孝
を
尽
す

の
は
、
孝
行
譚
の
一
パ
タ
ン
で
あ
る
。
例
え
ば
『
二
十
四
孝
』
の

舜
の
父
母
は
舜
を
殺
そ
う
と
す
る
し
、
閔
損
の
継
母
は
冬
で
も
粗

末
な
着
物
し
か
与
え
な
い
。
し
か
し
、
舜
や
閔
損
た
ち
孝
子
は
、

こ
う
い
っ
た
非
道
な
親
に
も
孝
を
尽
す
。
こ
れ
は
、
孝
が
「
誰
も

が
行
な
い
得
る
訳
で
は
な
い
」
奇
特
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
孝
子
た
ち
の
行
為
の
奇
特
さ
を
表
す
た
め
に
、
親
の
酷
さ
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
る（
注
18
）。
こ
う
い
っ
た
孝
行
譚
は
、
孝
の
奇

特
さ
を
表
す
に
は
效
果
が
あ
る
が
、「
又
已
ニ
子
女
ヲ
設
ケ
タ
ル

以
上
ハ
、
百
方
力
ヲ
尽
ク
シ
テ
之
レ
ヲ
愛
撫
シ
之
レ
ヲ
鞠
養
シ
、

以
テ
其
家
ヲ
継
続
シ
、
併
セ
テ
社
会
ノ
一
部
分
ト
シ
テ
恥
ヅ
ル
所

ナ
キ
善
士
若
ク
ハ
淑
女
ト
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
」（『
勅
語

衍
義
』「
夫
婦
相
和
シ
」
条
）
と
い
っ
た
、
明
治
政
府
の
指
向
す

る
、
親
側
か
ら
「
愛
撫
」「
鞠
養
」
と
い
う
働
き
か
け
の
あ
る
よ

う
な
家
族
像
と
は
齟
齬
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
勅
語

衍
義
』
に
は
続
け
て
、「
子
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
又
皆
後
来
生
長
シ
テ
、

善
良
ナ
ル
臣
民
ト
ナ
リ
、
国
家
ヲ
裨
益
ス
ル
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
レ
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バ
、
己
レ
ノ
市
有
物
ノ
如
ク
見
做
シ
テ
残
酷
ニ
之
レ
ヲ
使
役
シ
、

其
発
達
進
歩
ノ
路
ヲ
妨
グ
ベ
カ
ラ
ズ
。
殊
ニ
子
ノ
志
ス
所
、
国
家

有
益
ノ
学
術
業
務
ニ
ア
ル
ト
キ
ハ
、
最
モ
之
レ
ヲ
奨
励
シ
テ
、
其

器
ヲ
大
成
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
即
チ
子
タ
ル
者
ノ
ミ
父
母
ニ

対
シ
テ
孝
道
ヲ
尽
ス
ベ
キ
道
義
上
ノ
義
務
ヲ
有
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。

父
母
モ
亦
能
ク
其
子
ヲ
養
育
シ
テ
独
立
ノ
道
ヲ
得
セ
シ
ム
ベ
キ
義

務
ヲ
有
セ
ル
コ
ト
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」（『
勅
語
衍
義
』「
夫
婦
相

和
シ
」
条
）
と
あ
る
。
親
は
、
子
が
将
来
「
生
長
し
て
善
良
な
る

臣
民
と
な
り
国
家
を
裨
益
す
る
」
存
在
で
あ
る
た
め
、
子
の
「
学

術
を
奨
励
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
堀
尾
輝
久
氏
が
、

「
こ
の
よ
う
な
就
学
義
務
は
、
親
の
子
に
た
い
す
る
義
務
で
は
な

く
、
国
家
に
た
い
す
る
公
法
上
の
義
務
と
考
え
ら
れ
た
」（『
天
皇

制
国
家
と
教
育 

︱
近
代
日
本
教
育
思
想
史
研
究
︱
』
青
木
書
店
、

一
九
八
七
年
、
五
三
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
父
母
に
は
国
家
に
対

し
て
子
を
就
学
せ
し
め
る
義
務
が
あ
っ
た
た
め
、
童
蒙
や
民
衆
を

教
化
す
る
た
め
の
修
身
教
科
書
や
孝
子
伝
に
お
い
て
、「
意
地
悪

な
父
母
」
像
が
減
少
し
、「
親
の
「
本
務
」」
を
果
た
す
よ
う
な
父

母
像
が
増
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
伊
藤
・
乃
木
の

父
母
も
、
本
来
な
ら
列
女
伝
に
で
も
配
さ
れ
る
べ
き
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
孝
子
伝
に
繰
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
い
っ
た
「
親
の
「
本

務
」」
を
果
た
し
た
親
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

明
治
期
に
文
武
に
お
い
て
位
人
臣
を
極
め
た
二
人
の
人
物
、
伊

藤
博
文
と
乃
木
希
典
と
は
、
後
に
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
「
孝
」
字
を

冠
し
た
孝
子
伝
が
撰
さ
れ
た
。
た
だ
、
両
者
は
も
と
も
と
孝
に

よ
っ
て
名
の
聞
こ
え
た
人
物
と
は
い
え
ず
、
そ
の
内
容
も
自
身
の

孝
行
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
豊
富
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
も
の

で
あ
っ
た
。

両
者
の
孝
子
伝
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
続
く
孝
行
譚
の
当
代

化
・
史
譚
化
と
い
っ
た
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

作
成
理
由
は
、
近
代
我
邦
の
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
家

族
国
家
観
に
基
づ
く
「
忠
孝
一
致
」
か
ら
の
要
請
に
従
っ
た
も
の

だ
と
い
え
る
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
公
（
権
力
機
構
）
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
た
孝
子
の
顕
彰
や
孝
子
伝
及
び
孝
行
譚
集
編
纂
の
目
的

の
一
つ
が
民
衆
教
化
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
忠
孝
の
同
質
性
を
下

敷
き
に
、
民
衆
に
孝
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
体
制

へ
の
忠
の
涵
養
、
即
ち
社
会
の
安
定
を
謀
る
と
い
う
一
面
を
有
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
民
衆
の
持
つ
孝
子
へ
の
共
感
を
忠

の
奨
励
の
た
め
に
利
用
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
両
伝
の
撰
書

は
、
忠
の
奨
励
に
伴
っ
て
、
孝
子
が
創
り
出
さ
れ
た
事
例
と
い
う
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こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
孝
子
の
存
在
が
孝
子
伝
を
生
み
、
そ

の
孝
子
伝
が
社
会
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
の
が
本
来
の
在
り

方
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
伝
は
、
ま
ず
社
会
風
潮
が
存
在
し
、
そ

れ
が
あ
る
人
物
の
孝
子
伝
を
要
求
し
、
そ
の
た
め
そ
の
人
物
が
孝

子
と
し
て
記
録
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
逆
の
流
れ
で
成
立
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
一
つ
強
調
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
両
伝
が
完
全
に
民
間
の

手
に
な
る
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
室
氏
は
、
乃
木
夫

妻
殉
死
後
の
「
夫
妻
に
対
す
る
深
い
同
情
と
尊
敬
の
念
」
を
示
す

與
論
に
つ
い
て
、「
政
府
が
「
軍
国
主
義
」
や
「
武
士
道
」
を
鼓

舞
す
る
格
好
の
機
会
と
と
ら
え
て
、
報
道
を
誘
導
し
た
た
め
と
は

考
え
に
く
い
」（
山
室
氏
前
掲
書
一
五
七
頁
）
と
し
て
、
民
衆
か

ら
の
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
く
、
両
伝
は
「
最
高
の
忠
臣
で
あ
る
乃
木
・
伊
藤

は
、
最
高
の
孝
子
で
も
あ
っ
て
ほ
し
い
」「
あ
る
は
ず
だ
」
と
い

う
民
衆
の
理
想
が
形
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注

（
1
） 

孝
行
譚
集
内
の
一
編
と
し
て
伊
藤
を
採
り
上
げ
た
も
の
で
管
見
に
及

ん
だ
も
の
と
し
て
は
、「
伊
藤
博
文
公
」（
萩
原
弘
之
『
孝
行
百
話
』
一

二
章
、
光
世
館
、
明
治
四
三
年
）、「
伊
藤
博
文
」（
内
海
月
杖
『
孝
子
画

噺
』
第
二
〇
章
、
中
西
屋
書
店
、
大
正
三
年
）、「
公
爵
伊
藤
博
文
」（
通

俗
教
育
普
及
会
編
『
古
今
孝
子
録
』、
通
俗
教
育
普
及
会
出
版
局
、
大
正

三
年
）、「
伊
藤
博
文
」（
山
口
梧
郎
編
『
孝
子
二
千
六
百
年
史
』
第
一
九

章
、
天
泉
社
、
昭
和
一
五
年
）（
た
だ
し
内
容
は
ほ
ぼ
『
孝
子
伊
藤
公
』

を
抄
録
し
た
も
の
）が
あ
る
。
乃
木
は「
乃
木
将
軍
と
田
村
二
等
卒
」（
前

述
『
古
今
孝
子
録
』）、「
田
村
亀
吉
」（
山
口
梧
郎
編
『
孝
子
二
千
六
百

年
史
』
第
二
〇
章
、
天
泉
社
、
昭
和
一
五
年
）
に
亀
吉
の
孝
行
を
褒
め

る
役
割
で
登
場
す
る
。

（
2
） 

例
え
ば
、『
敬
仰
乃
木
將
軍
』（
長
谷
川
正
道
、
宮
越
太
陽
堂
書
房
、

昭
和
一
七
年
）
第
一
三
章
「
乃
木
將
軍
の
性
行
と
其
の
逸
話
」
は
、「
克

己
」「
剛
毅
」「
謹
厳
」「
信
義
」「
礼
儀
」
な
ど
、
乃
木
の
性
質
と
し
て

三
四
の
タ
ー
ム
を
採
り
上
げ
逸
話
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
に
孝
に
関
す
る
タ
ー
ム
や
逸
話
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
乃
木
の

逸
話
は
修
身
や
国
語
の
国
定
教
科
書
に
幾
度
も
採
り
上
げ
ら
れ
た
が
、

徳
目
名
を
冠
し
た
も
の
と
し
て
は
「
清
廉
」「
公
徳
」「
至
誠
」
の
三
者

が
あ
る
の
み
で
、
こ
ち
ら
も
孝
関
連
の
も
の
は
見
え
な
い
（
大
濱
徹
也

氏
「
軍
神
乃
木
像
の
展
開
」（『
乃
木
希
典
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
六

三
年
）
参
照
）。

（
3
） 

本
稿
で
取
り
扱
う
対
象
に
つ
い
て
は
、先
行
研
究
に
よ
っ
て「
孝
子
伝
」

「
孝
子
譚
」「
孝
行
譚
」「
孝
行
説
話
」
と
い
っ
た
様
々
な
用
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
代
記
の
体
裁
を
採
る
も
の
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
主

体
の
も
の
、
説
話
的
性
格
の
強
い
も
の
な
ど
と
い
っ
た
区
別
が
想
定
で
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き
る
が
、
時
代
に
よ
る
変
化
等
に
つ
い
て
は
共
通
の
性
質
を
持
つ
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
。

（
4
） 
菅
野
則
子
氏
は
『
官
刻
孝
義
録
』
収
載
の
孝
行
譚
よ
り
、「「
嫁
姑
の
仲
」

が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
解
消
す
る
た
め
に
嫁
を
捨
て
て
姑
を
と
っ

て
い
る
」
例
を
数
多
く
紹
介
し
て
い
る
（『
江
戸
時
代
の
孝
行
者
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
四
一
至
五
一
頁
）。

（
5
） 『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
は
、
山
城
国
葛
野
郡
川
島
村
の
義
兵
衛
の

孝
状
を
記
し
た
も
の
で
、
加
藤
景
範
撰
、
懐
徳
堂
蔵
版
、
明
和
八
年
刊
。

な
お
、『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
に
つ
い
て
は
、
宮
川
康
子
氏
「
懐
徳

堂
思
想
と
民
衆
」（『
日
本
思
想
史
学
』
二
四
号
、
一
九
九
一
年
）、
拙
稿

「
孝
子
義
兵
衛
関
連
文
献
と
懐
徳
堂
と
の
間　

附
翻
刻
」（『
懐
徳
堂
セ
ン

タ
ー
報
』
二
〇
〇
五
、
平
成
一
七
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
） 

こ
の
タ
イ
プ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
孟
母
断
機
」
や
中
江
藤
樹
の
同
形

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
、
女
親
主
体
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
子
に

対
す
る
情
と
子
へ
の
教
導
と
の
背
反
に
お
い
て
教
導
を
優
先
さ
せ
る
と

い
う
モ
チ
ー
フ
を
示
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
、
家
庭
内
で
教
導

の
役
割
を
担
い
つ
つ
も
、
一
般
的
に
は
情
を
優
先
さ
せ
が
ち
と
さ
れ
る

女
親
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
方
が
自
然
と
い
え
る
。

（
7
） 

な
お
、乃
木
夫
人
静
子
に
つ
い
て
は
、当
時
の
教
訓
書
『
教
へ
草
』（
三

輪
田
真
佐
子
、
日
本
弘
道
会
有
志
青
年
部
、
大
正
七
年
）
に
「『
女
大
学
』

の
権
化
乃
木
夫
人
」
な
る
章
が
立
て
ら
れ
て
い
た
り
、『
乃
木
夫
人
の
み

た
る
新
訳
女
大
学
と
女
訓
孝
経
』（
大
平
規
、
春
江
堂
書
店
、
大
正
元
年
）

と
題
し
た
書
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
り
と
、
乃
木
同
様
、
国
民
の
倫
理

的
手
本
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

（
8
） 「
追
々
寒
気
も
強
く
相
成
候
故
風
の
入
ら
ぬ
や
う
皆
々
御
用
心
専
一
に

候
」（
妻
宛
、
二
六
七
頁
）、「
そ
の
後
は
御
病
気
は
い
か
ゞ
に
候
哉
」（
妻

宛
、
二
八
八
頁
）、「
そ
の
後
御
病
気
は
如
何
に
候
哉
」（
娘
宛
、
二
八
九

頁
）
な
ど
。

（
9
） 

井
上
敏
幸
氏
「
近
世
的
説
話
文
学
の
誕
生
」（
池
上
洵
一
氏
・
藤
本
徳

明
氏
編
『
説
話
文
学
の
世
界
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
七
年
）

（
10
） 

修
身
教
科
書
に
お
い
て
も
逸
話
の
身
近
さ
を
求
め
た
「
中
国
よ
り
我

邦
」「
昔
よ
り
現
在
」
と
い
う
意
識
が
存
在
し
た
。「
修
身
ヲ
授
ク
ル
ニ

ハ
近
易
ノ
俚
諺
及
嘉
言
善
行
等
ヲ
例
証
シ
テ
勧
戒
ヲ
示
シ
教
員
身
自
ラ

児
童
ノ
模
範
ト
ナ
リ
児
童
ヲ
シ
テ
浸
潤
薫
染
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
」

（「
小
学
校
教
則
大
綱
」
明
治
二
四
年
一
一
月
一
七
日
文
部
省
令
第
一
一

号)

、「
修
身
教
科
書
図
書
ニ
掲
載
セ
ル
例
話
ハ
成
ル
ベ
ク
本
邦
人
ノ
事

蹟
ニ
シ
テ
勧
善
的
ノ
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ
」（「
小
学
校
修
身
教
科
書
検
定
標

準
」
明
治
二
四
年
一
二
月
）
な
ど
。
な
お
、
近
代
教
科
書
の
歴
史
に
つ

い
て
は
、
海
後
宗
臣
氏
編
『
日
本
教
科
書
大
系 

近
代
編
』
第
一
巻
修
身

（
一
）、
講
談
社
、
昭
和
三
九
年
）、
中
村
圭
吾
氏
『
教
科
書
物
語 

︱
国

家
と
教
科
書
と
民
衆
︱
』（
ノ
ー
ベ
ル
書
房
、
昭
和
四
五
年
）、
海
後
宗

臣
氏
『
海
後
宗
臣
著
作
集
』
第
六
巻
（
東
京
書
籍
株
式
会
社
、
昭
和
五

六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
11
） 

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
元
田
永
孚
の
「
教
学
大
旨
」
が
「
自
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今
以
往
、
祖
宗
ノ
訓
典
ニ
基
ヅ
キ
、
専
ラ
仁
義
忠
孝
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道

徳
ノ
学
ハ
孔
子
ヲ
主
ト
シ
テ
…
…
」（『
明
治
思
想
集
Ⅰ
』（
近
代
日
本
思

想
大
系
三
〇
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）
所
収
）
と
し
て
よ
り
、
明

治
十
二
年
発
布
の
「
教
育
令
」
で
は
、「
小
学
校
ハ
普
通
ノ
教
育
ヲ
児
童

ニ
授
タ
ル
所
ニ
シ
テ
其
学
科
ヲ
読
書
習
字
算
術
地
理
歴
史
修
身

0

0

等
ノ
初

歩
ト
ス
」（
第
三
条
）
と
あ
っ
た
も
の
が
、
翌
年
に
は
「
小
学
校
ハ
普
通

ノ
教
育
ヲ
児
童
二
授
ク
ル
所
ニ
シ
テ
其
学
科
ヲ
修
身

0

0

読
書
習
字
算
術
地

理
歴
史
等
ノ
初
歩
ト
ス
」（
第
三
条
）
と
修
身
が
首
位
教
科
と
改
正
さ
れ

る
な
ど
の
段
階
を
経
、
明
治
二
三
年
に
「
教
育
勅
語
」
の
発
布
に
至
る
。

こ
う
し
て
修
身
科
が
重
視
さ
れ
る
中
で
、
主
と
し
て
中
学
年
以
上
の
修

身
・
読
書
科
に
お
い
て
孝
行
譚
・
孝
子
伝
が
多
く
利
用
さ
れ
た
。

（
12
） 

近
世
の
当
代
説
話
か
つ
史
譚
で
も
状
況
は
同
じ
い
。『
孝
義
録
』
に
つ

い
て
、
鈴
木
理
恵
氏
は
『
孝
義
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
孝
行
者
の
経
済
状

況
を
分
析
し
、「
六
七
・
九
％
が「
貧
」に
分
類
さ
れ
る
。「
普
通
」一
二
・

四
％
、「
不
明
・
変
化
」
が
一
二
・
一
％
、「
豊
」
が
七
・
六
％
と
な
る
」

（「
江
戸
時
代
の
民
衆
教
化 

︱
『
官
刻
孝
義
録
』
に
よ
る
孝
行
の
状
況
分

析
︱
」『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
第
六
五
号
、
二
〇
〇
四

年
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
部
に
関
し
て
、
有
働

裕
氏
は
、「
今
世
部
全
体
を
見
て
も
、
極
貧
の
家
庭
が
多
く
描
か
れ
、
そ

の
貧
し
さ
の
中
で
も
不
平
を
言
わ
ず
、
自
ら
の
衣
食
は
顧
み
ず
に
、
そ

し
て
、
稼
業
よ
り
も
親
に
礼
を
尽
く
す
こ
と
を
優
先
す
る
孝
子
た
ち
が

多
い
」（「『
本
朝
二
十
不
孝
』
論
序
説 

︱
『
本
朝
孝
子
伝
』
と
諸
国
巡

見
使
を
視
野
に
入
れ
て
︱
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
三
号
、
平
成
一
八

年
）
と
し
て
い
る
。

（
13
） 

孝
子
伝
と
い
う
視
点
を
外
れ
て
い
え
ば
、
一
代
記
で
あ
る
両
伝
の
持

つ
偉
人
伝
的
性
格
の
た
め
も
あ
る
。
庶
民
の
憧
れ
る
立
身
出
世
を
果
た

し
た
人
物
の
一
代
記
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
14
） 『
御
注
』
に
「
能
立
身
行
此
孝
道
、自
然
名
揚
後
世
、光
顕
其
親
」（『
孝

経
』
開
宗
明
義
章
第
一
「
立
身
行
道
揚
名
於
後
世
以
顕
父
母
孝
之
終
也
」

御
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
立
身
」
の
目
的
は
親
の
名
誉
を
高
め
る
こ
と

に
あ
る
。

（
15
） 

そ
も
そ
も
乃
木
は
日
露
戦
争
に
お
い
て
二
子
を
失
っ
て
お
り
、
そ
の

逝
去
に
よ
っ
て
乃
木
家
は
断
絶
し
、祖
先
の
祭
祀
は
絶
た
れ
て
い
る
（
一

時
期
養
子
元
智
に
よ
り
再
興
す
る
も
後
に
爵
位
返
上
）。
儒
教
的
観
念
か

ら
は
、
孝
子
と
す
る
に
は
適
格
性
を
欠
く
と
い
え
る
。

（
16
） 「
家
族
国
家
」に
関
し
て
は
、石
田
雄
氏『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』（
未

来
社
、
一
九
五
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
17
） 

孝
を
奨
励
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
孝
子
伝
で
は
こ
れ
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
が
、
孝
子
伝
以
外
で
あ
れ
に
は
様
々
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
林
羅
山
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
問
云
…
…
、
シ
カ
ラ
バ
他
国

ニ
赴
キ
遠
方
ニ
行
ク
ハ
不
孝
ト
セ
ン
カ
。
答
云
…
…
、
サ
レ
ド
モ
ツ
カ

ヘ
テ
禄
ヲ
得
ル
ハ
、
親
ヲ
養
ハ
ン
ガ
タ
メ
ナ
レ
バ
、
ヨ
ク
義
理
ヲ
ハ
カ

リ
テ
奉
公
ス
ベ
シ
。
己
カ
身
バ
カ
リ
ヲ
サ
カ
ヤ
カ
シ
テ
親
ヲ
ワ
ス
ル
ゝ

ハ
、又
孝
ニ
ア
ラ
ズ
」（『
儒
門
思
問
録
』
巻
第
一
上
、「
父
母
在
不
遠
遊
」）
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と
し
て
い
る
。

（
18
） 
拙
稿
「
孝
行
譚
に
お
け
る
血
縁
性
の
意
味
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』

第
六
一
集
、平
成
二
一
年
）、「
江
戸
期
孝
行
譚
に
お
け
る
養
子
の
孝
」（『
中

国
研
究
集
刊
』
総
第
四
九
号
、
平
成
二
一
年
）
を
参
照
。

（ 55 ）


